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製材工場の適正規模に関する研究（1）

道産針葉樹製材工場における規模別標準生産量の設定
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　まえがき
　38年度の当研究室のテーマの一つとして、「製材工
場の最適規模に関する研究」をとり上げ，製材工場の

規模が収益性に及ぼす影響を調査研究することにし
た。現実の製材工場について考えてみると，規模によ
る収益性の差というものはそう明確に表れていない。
これは原木入手又は製品販売さらには経営管理の功拙

等の影響が相当強く表れているためと考えられる。研
究の目的からいってこれらの影響は当然避けなければ
ならず，そのため先に述べた因子は切離し、各種規模
の製材工場のモデルを作成し，収益性に及ぼす諸因子

を挿入して比較検討することにした。
　そこで最初に問題となるのは製材工場の規模をどの
ように把握するかということである。通常規模は従業
員数，生産設備，投下資本額等種々の方法で表現され

るが，今回は生産量を基本として考え1日当りの原木
処理量により工場能力及び規模を表現することにし
た。製材工場の能力を決定づけるものとして大割作業
機械及び小割作業機械をとりあげた。まずこれらの機

械についてある組合せを考え，その各々について処理
能力を算定することにし，これによって年間における
原木処理量の異る工場を設定した。この場合処理能力
に影響する木取基準，歩止り，原木条件，作業時間等

は予め前提条件として設定した。次にその各工場につ
いて大割・小割工程以外の補助的役割を果す工程につ
いてはその処理能力に均衡を保たせつつ，附帯設備及
び人員を配置することにした。この場合原木捲立，入

工，工場内運搬，製品運搬等については人力を主体に
した場合から機械力を利用したものまで何種類かに分
けて検討することにした。さらには先に述べた前提条
件が変った場合についても検討を加えたいと考えてい

る。今回はその第1段階として，製材機械の組合せと
原木処理能力についての算出方法と結果を報告する。
　なおこの研究内容は38年9月11日旭川市において開
催された北海道林産技術普及協会主催の講演会の席

上，黒田所長より中間発表があり，16日付北海道林材
新聞にも掲載されているが，その後の検討により多少

修正したのでその点御了解願いたい。

1．生産能力と製材機械
　製材工場の生産能力を1日当り原木処理能力で表現
することにし，その能力は主要製材機械即ち大割機と
小割機によって決定されると考え，それをフルに稼働
させて他の工程は必要な人員設備配置を行って均衡を
とる様にした。大割機と小割機について第1表に示す
如く，1，350mm及び1，200mm自動送材単式帯鋸

盤，1,050mm軽便自割送材車式帯鋸盤，1，050mm
手動送りテーブル式帯銀盤の4種を組合せてAからF
までの6種の工場を設定した。その各々について当所
製材試験工場における試験結果に基づいて生産能力を
算出した。なお他の機種例へばローラー送りテーブル
式帯鋸盤，両耳擢丸鋸等は資料不足その他の関係で除
外した。

　2，前提条件
　前記各種工場について能力を算定するのであるが下
記項目について前提条件を設けた。
　2．1．材種別木取基準
　木取基準としては見込生産による一般建築材とし，
長さ0．41m以上の製品はすべて採材することにし
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た。なお本研究の基礎となる資料は主として当所製材
試験工場で実施した試験結果によるもので，詳細につ
いては資料1）2）3）を参照されたい。
　なお歩止りをどの程度にするかによって能率に大き
い影響を及ぼすが，今回は前記資料1）2）中C方式を採
用し，28cm下79．32％，30～38cm73．95％，
40cm上73．75％，加重平均75％を用いた。
　2．2．入手原木の径級割合
　前記資料1）2）によれば原木径級による能率差が明確
であるので入手原木の径級割合を第2表の如く設定し
た。これについては直接有効な資料がないので各種資

料4）5）6）及び上川地方製材工場の聞取調査の結果を参考
にして仮定した。

　なお原木等級の能率への影響は前記資料1）2）により

無視してよいと判断した。
　2．3．季節変化

　現実には冬期間における生産能率が低下するのは止

むを得ないところであるが，その率は連続的で，その
条件を組入れることは徒らに問題を複雑化するのみで

あり，又規模別に収益性を比較する上にも必ずしも必

要と考えられないので考慮しなかった。従って比較的

能率のよい期間をとっているこ

とになり，年間に換算又は現実

の問題と照合する場合には注意

しなければならない。

　2．4．作業時間

　休息休憩を除く1日作業時間

を480分とし，そのうち正味作

業時間（＝機械稼働時間）を

430分，鋸替・準備等の時間を

50分とした。年間300日稼働す

るものとした。

　3．使用した基礎資料

　3．1．1，200mm自動送材車

式帯鋸盤による大割作業能力

　原木径級28cm下及び30～

38cmについては前記資料2）中

第11表より22～24cm及び34

～36cmの数値を用い，原木径級40cm上について
は資料1）中第11表より40～48cmの数値を引用した。
　3．2．1，050mm手動送りテーブル式帯銀盤による
小割作業能力

　これについても上記同様に数値をとった。（資
料1）2）中第14表）
　3．3．1，35Omm自動送材車式帯銀盤及び1，050mm
軽便送材卓式帯銀盤による大割作業能力

　これらの機械については実際に試験挽きした資料が
ないので，各機種の最高送材速度を用いて計算により
求めた。鋸断時間は実際の挽材速度に反比例し，挽材
速度は送材速度に比例すると考え，鋸断時間を算出

し，その他の時間は同一として作業時間を求めた。
資料7）により第3表の送材速度比を用いた。
　3．4．機種別製材能力
　以上の資料を基礎にして機種別能力を第4表の如く

設定した。以下これを基準作業時間という。

　4．大割作業と小割作業の均衡
　第4表の諸数値をそのまま採用するならば大割作業
と小割作業の所要時間に不均衝が生ずる。全体的に小
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割作業時間が少いのであるが，特にB．D．Eについて
差が大きい。例をB工場にとって原木100m3処理に
要する時間を計算すれば
　大割作業時間

　となって小割作業では半分以上遊んでいる状態とな
る。
　これは基礎資料とした試験において，大割作業と小
割作業を一定の作業基準により，それぞれ独立させて
実施したことから考えると当然の結果であり，又大割
小割機台数の相異によっても必然的に差が生ずる。大

割小割間の均衡に影響を与える基準は，背板の大きさ
即ち前記試験では末口で挽幅を10～15cmに設定した
ことである。そこでAからFまでの製材機械組合せに
対して背板の大きさを変え，大割小割作業の配分を変
えることによって両者の均衡を保つようにし，そのと
きの原木処理可能量を算出することにした。このよう
にして大割小割の均衡をとり，それぞれフルに稼働す
ることによって一貫作業としての最大能力を発揮する
ものと考えた。この時生ずる最終的の材種は基準作業
による場合と全く同一となるように，大割作業で行っ
た厚さ決めの一部を小割作業で行うことにする。
　4．1．大割作業の軽減と処理能力の関係
　大割作業より小割作業へ移される背板の大きさを大
きくすることは鋸断回数を減少させることであり，こ
れによって鋸断時間及び送材事後退時間は比例的に減
少すると考えてよい。又資料8）9）によれば送材事後退
時間は第4表におけるその他時間の約1/2に当るので，
大割作業における鋸断回数減少率と作業時間及び1日
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当り原木処理量の関係は第5表の如く求めることが出
来る。
　4．2．大割鋸断回教減による小割作業能力減
　大割作業と小割作業との間の化事の配分関係を変え
ても最終木取りは変えないのであるから，大割作業に
おいて減らした鋸断回数分については当然小割作業で
補はなければならない。基準小割作業においては殆ん
どが耳擢作業で，厚さ決めは背板処理の場合のみであ
り全体からみるとほんの一部分に過ぎない。しかし大

割鋸断回数減によって小割作業に附加される作業は長
さ3．6mの厚さ決めになることから，1回に必要と
する鋸断時間及び作業時間は基準作業におけるそれと
は当然異り，それよりも大きくなければならない。
そこで附加される作業については平均鋸断速度を
0．2min／回 10）とし，正味作業時間に占める小割鋸断
時間を資料1）2）からA方式の数値を採用して28cm下
40．4％，30～38cm40．5％，40cm上38．2％とし
て第6表の如く計算した。

　4．3．原木径級と大割機

　大割機が2台以上になるとその種類によって能力の

差があり，その低いものには小径木から配材し，能力

大であるものには大径木を配材するよう考慮した。

　4．4．大割小割作業の均衡

　以上のことから原木100m3についてそれぞれの径

級割合を加味して，大割小割の均衡する鋸断回数減少

率を試行錯誤により算出し，AからFまでの工場につ

いて1日当り原木処理量を算出した。なお鋸断回数減

少率の計算方式については別の機会に発表したいと考

えている。

　5．修正作業能力

　前述した如く基準作業においては，大割小割間の均

衡を無視して試験しているので不均衡が生じているの

であるが，大割作業の鋸断回数を変えて両者の能力の

均衡をとり，さらに機械台数及び機種が変った場合に

も均衡するような作業方式を修正作業ということにす

る。前述の方法により修正作業能力を計算したものを
第7表に示す。
　5．1．  A工場についての説明
　第1表に示す如くA工場は大割機に1，200mm自動
送材車式帯銀盤1基，小割機は1，050mm手動送りテ
ーブル式帯鋸盤1基という組合せである。別に求めた
大割鋸断回数減少率を2％減として各径級原木に対す
る修正大割作業能力を算出すれば第5表より

が求められる。次に原木は第2表に示す割合で入って
くるのであるから，全体で100m3の原木を処理する
のに要する日数を径級ごとに算出してそれぞれ1．381
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日，1．713日，1．066日を得，それを合計して4．16日
を得た。これからA工場における修正大割作業能力を
1日当り原木処理量24．04m3としたわけである。又
このときの原木径級別1日当り処理量は小さいものか
ら4．81m3，10．82m3，8．41m3となっている。
　次に小割作業について計算してみると次の如くな
る。大割鋸断回数減少率は2％であるから第6表より
各径級別原木1m3当り正味作業時間を計算すると
　　～28cm　25．2＋0．425×2＝26．1（min／m3）
　30～38　　15．4＋0．240×2＝15．9
　40～　　　14．7＋0．326×2＝15．2
となり，先に算出した1日当り原木処理量に対する所
要時間を計算するとそれぞれ125．5min，172．0min，
127．8minとなって合計すると1日当り425．3min稼
働となり，430minの正味作業時間に対して98．9％
の稼働率となる。
　5．2．F工場についての計算
　AからFまでの工場全部について説明するのは徒ら
に紙数を増すばかりであるからBからEまでは省略し
てFについて述べることにする。
　大割鋸断回数減少率を試行錯誤により5％と見出し
た。又F工場は大割機が3種であるので4．3．で述べ
た如く能力の低いものには主に小径木を配材し，能力
大であるものには大径木を配材して3種の機械に対す
る均衡も考なければならない。これ又試行錯誤により
計算し，その結果原木100m3に対し1，050mmには
28cm下原木を16．67m3，1，200mmには28cm下
原木を3．33m3及び30～38cm原木を32．47m3，
1．350mmには30～38cm原木12．53m3及び40～cm
原木を35m3配材すれば大割相互間の均衡がとれる
ことがわかった。又このときの各機の1日当り原木処
理能力は第5表に5％を入れて算出し，それによっ
て原木100m3当り修正大割作業所要日数を1．435日

と算出した。これから1日当りの処理量を69．69m3と
定め，径級別1目処理量を13．94m3，31．36m3，
24．39m3と算出，修正小割正味作業時間を求めて，
その稼働率99．9％を得た。

　6．結果の考察
　以上の結果をまとめると第8表の如くなる。研究に
先立って現実の工場について調査したものと比較する

ならば，これより上回るものは僅かで，大半はこれ以
下の場合が多かった。その理由としては最初に述べた
前提条件の相異があげられる。又原木入手量が思うに
まかせず能力以上に得られない場合もあろうし，最近
特に目立って来た労務者の不足とか数え上げたらきり
がないと考えられる。一般的に考えてみると，パル
プ，繊維板，木材糖化等装置工業となると機械設備が
大きくそれによって能力が決定され，固定費の占める
割合も大きいので操業度を落す事は収益に大きく影響
してくる事になり，他の条件によって低下する事は極
力避ける様努力がはらわれる。ところが製材にあって
は機械設備による固定費部分は比較的小さく，このた
め他の条件によって操業度が低下することが多い。従
って現実の工場においては種々の条件が複雑に作用し
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て生産量が定まり，多種多様である。

　研究の目的からいって以上の条件に左右されない最

適の条件における数値が必要でありこれを基礎として

今後各種条件が変化した場合の生産量も併せ考えてい

る。

　おわりに本研究にあたり種々御協力下さった業界の

方々，又終始御指導戴いた上司の皆様に厚く謝意を表

します。
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